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○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成１２年老企第４４号）

改 正 後 改 正 前

第２ 人員に関する基準（基準省令第２条） 第２ 人員に関する基準（基準省令第２条）

９ 経過措置 ９ 経過措置

平成１５年３月３１日の時点で現に存する介護老人保健施設であっ ⑴ 平成１７年３月３１日までの間の看護・介護職員の員数は、常勤

て、基準省令附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を配置 換算方法で、入所者の数が３・６又はその端数を増すごとに一人以

していないもののうち、入所定員が１９人以下のもの（以下「小規模 上であれば差し支えないこととされている（基準省令附則第２条）

施設」という ）は、平成１８年３月３１日までの間は、指定居宅介 が、できるだけ早期に基準省令本則により算定した員数を配置でき。

護支援事業者（当該小規模施設の開設者を除く ）に施設サービス計 るように努めるものとすること。なお、本措置が既設の施設に対す。

画の作成等の業務を委託できることとし、その場合には当該小規模施 る経過措置として設けられた趣旨に鑑み、平成１２年４月１日以降

設に介護支援専門員を配置しないでよいこととした。 に新たに開設される施設にあっては、可能な限り、開設当初から当

また、当該小規模施設に介護支援専門員を配置しない場合は、基準 該職員の配置を３：１以上とすることが望ましいこと。

省令第２４条の２第４号及び第５号に規定する業務は当該小規模施設 ⑵ 平成１５年３月３１日の時点で現に存する介護老人保健施設であ

の従業者が行うこととした （介護老人保健施設の事業の人員、施設 って、基準省令附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を。

及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１５年 配置していないもののうち 入所定員が１９人以下のもの 以下 小、 （ 「

厚生労働省令第３１号）附則第２条） 規模施設」という ）は、平成１８年３月３１日までの間は、指定。

居宅介護支援事業者（当該小規模施設の開設者を除く ）に施設サ。

ービス計画の作成等の業務を委託できることとし、その場合には当

該小規模施設に介護支援専門員を配置しないでよいこととした。

また、当該小規模施設に介護支援専門員を配置しない場合は、基

準省令第２４条の２第４号及び第５号に規定する業務は当該小規模

。（ 、施設の従業者が行うこととした 介護老人保健施設の事業の人員

施設及び設備並びに運営に関する基準の一部を改正する省令（平成

１５年厚生労働省令第３１号）附則第２条）

第４ 運営に関する基準 第４ 運営に関する基準

９ 利用料等の受領 ９ 利用料等の受領

⑴ 基準省令第１１条第１項は、法定代理受領サービスとして提供さ ⑴ 基準省令第１１条第１項は、法定代理受領サービスとして提供さ

れる介護保健施設サービスについての入所者負担として、法第４８ れる介護保健施設サービスについての入所者負担として介護保健施

条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用 設サービスにかかる費用の額のうち食事の提供に要する費用の額を

（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に 除いた額の１割(法第５０条又は第６９条の規定の適用により保険

要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算定 ）の額 給付の率が９割でない場合については、それに応じた割合)及び食。

を除いた額の１割(法第５０条又は第６９条の規定の適用により保 事の提供に要した費用について、いわゆる食事の標準負担額の支払
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険給付の率が９割でない場合については、それに応じた割合)の支 を受けなければならないことを規定したものである。

払を受けなければならないことを規定したものである。

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 同条第３項は、介護保健施設サービスの提供に関して、 ⑶ 同条第３項は、介護保健施設サービスの提供に関して、

① 食事の提供に要する費用（法第５１条の２第１項の規定により

特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第

２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４項の規定によ

り当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人

保健施設に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費

の負担限度額）を限度とする ）。

② 居住に要する費用（法第５１条の２第１項の規定により特定入

所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第２項第

２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当

該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健

施設に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の

負担限度額）を限度とする ）。

③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療 ① 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療

養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食 ② 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要と

事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 なる費用

⑤ 理美容代 ③ 理美容代

⑥ 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提 ④ 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに 供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認めら 係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認めら

れるもの れるもの

については、前２項の利用料のほかに入所者から支払を受けること については、前２項の利用料のほかに入所者から支払を受けること

ができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に ができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に

区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認め 区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認め

ないこととしたものである なお ①から④までの費用については ないこととしたものである。なお、前記④の費用の具体的な範囲に。 、 、

居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成１７ ついては、別に通知するところによるものである。

年厚生労働省告示第４１９号）及び厚生労働大臣の定める利用者等

が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平成１２年厚生省告

示第１２３号）の定めるところによるものとし、前記⑥の費用の具

体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

⑷ 基準省令第１１条第５項は、介護老人保健施設は、同条第３項の
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費用の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、入所者又はその家

族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明を行い、入

所者の同意を得なければならないこととしたものである。また、同

項第１号から第４号までの利用料に係る同意については、文書によ

って得なければならないこととしたものである。

10～16 （略）

17 食事の提供（基準省令第１９条） 17 食事の提供（基準省令第１９条）

⑴ 食事の提供について ⑴ 入所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把

入所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把 握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。

握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。 ⑵ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その

また、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で 実施状況を明らかにしておくこと。

行われるよう努めなければならないこと。 ⑶ 入所者の食事は、適切な衛生管理がなされたものでなければなら

⑵ 調理について ないこと。

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その ⑷ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすること

実施状況を明らかにしておくこと。 が望ましいが、早くても午後５時以降とすること。

⑶ 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすること

が望ましいが、早くても午後５時以降とすること。

⑷ 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は介護老人保健施設自らが行うことが望

、 、 、 、 、 、ましいが 栄養管理 調理管理 材料管理 施設等管理 業務管理

衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管

理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容に

より、食事サービスの質が確保される場合には、当該施設の最終的

責任の下で第三者に委託することができること。

⑸ 療養室関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身
えん そしゃく

の状態等を当該入所者の食事に的確に反映させるために、療養室関

係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要であ

ること。

⑹ 入所者への栄養食事相談

入所者へは十分な栄養食事相談を行う必要があること。

⑺ 食事内容の検討について
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食事内容については、当該施設の医師又は栄養士を含む会議にお

いて検討が加えられなければならないこと。

⑻ 検食について

医師又は栄養士等による検食が毎食前行われ、その所見が検食簿

に記載されなければならないこと。

18～24 （略） 18～24 （略）

25 衛生管理等 25 衛生管理等

基準省令第２９条は、介護老人保健施設の施設の必要最低限の衛生 基準省令第２９条は、介護老人保健施設の施設の必要最低限の衛生

管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意すること。 管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意すること。

、 （ ）⑴ 調理及び配膳に伴う衛生は 食品衛生法 昭和22年法律第233号

等関係法規に準じて行われなければならない。

なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行われなけれ

ばならないこと。

⑵～⑸ （略） ⑴～⑷ （略）

第５ ユニット型介護老人保健施設

１ 第５章の趣旨 （第３９条）

「 」 、 、ユニット型 の介護老人保健施設は 居宅に近い居住環境の下で

、 、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと すなわち

生活単位と介護単位とを一致させたケアであるユニットケアを行うこ

とに特徴がある。

こうしたユニット型介護老人保健施設のケアは、これまでの介護老

、 、人保健施設のケアと大きく異なることから その基本方針並びに施設

設備及び運営に関する基準については、第１章、第３章及び第４章で

はなく、第５章に定めるところによるものである。なお、人員に関す

る基準については、第２章（基準省令第２条）に定めるところによる

ので、留意すること。

２ 基本方針 （第４０条）

基準省令第４０条（基本方針）は、ユニット型介護老人保健施設が

ユニットケアを行うものであることを規定したものである。

その具体的な内容に関しては、基準省令第４３条以下に、サービス

の取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事など、それ

ぞれについて明らかにしている。
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３ 設備の基準（基準省令第４１条）

⑴ ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する

療養室（使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室）と、少人

数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅での居間に

相当する部屋）が不可欠であることから、ユニット型介護老人保健

施設は、施設全体を、こうした療養室と共同生活室によって一体的

に構成される場所（ユニット）を単位として構成し、運営しなけれ

ばならない。

⑵ 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を

楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多

数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ま

しい。

⑶ ユニット（第２項第１号）

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近

い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえ

たものでなければならない。

⑷ 療養室（第１号イ）

① 上記 のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、療⑴

養室の定員は１人とする。ただし、夫婦で療養室を利用する場合

などサービスの提供上必要と認められる場合は、２人部屋とする

ことができる。

② 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。

この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設、

け」られる療養室とは、次の３つをいう。

イ 当該共同生活室に隣接している療養室

ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの療養室と隣接し

ている療養室

ハ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている療

養室（他の共同生活室のイ及びロに該当する療養室を除く ）。

③ ユニットの入居定員

ユニット型介護老人保健施設は、各ユニットにおいて入居者が

相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るものであることから、１のユニットの入居定員は、１０人以下

とすることを原則とする。
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ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむ

を得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障

がないと認められる場合には、当分の間、次の２つの要件を満た

した場合に限り、入居定員が１０人を超えるユニットも認める。

イ 入居定員が１０人を超えるユニットにあっては 「おおむね、

１０人」と言える範囲内の入居定員であること。

ロ 入居定員が１０人を超えるユニットの数は、当該施設の総ユ

ニット数の半数以下であること。

④ 療養室の面積等

、 、ユニット型介護老人保健施設では 居宅に近い居住環境の下で

居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入居

者は長年使い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定してお
た ん す

り、療養室は次のいずれかに分類される。

イ ユニット型個室

１の療養室の床面積は、１３．２平方メートル以上（療養室内

に洗面所が設けられているときはその面積を含み、療養室内に便

所が設けられているときはその面積を除く ）を標準とするとと。

もに、身の回りの品を保管することができる設備は、必要に応じ

て備えれば足りることとしている。

ここで「標準とする」とは、１３．２平方メートル以上とする

ことが原則であるが、平成１７年１０月１日に、現に存する介護

老人保健施設（建築中のものを含む ）が同日において現に有し。

ているユニット（同日以降に改築されたものを除く ）にあって。

は、建物の構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面積

を確保することが困難であると認められたときには、上記の趣旨

を損なわない範囲で、１３．２平方メートル未満であっても差し

支えないとする趣旨である。

なお 平成１７年１０月１日に現に存する介護老人保健施設 建、 （

築中のものを含む が同日において現に有しているユニット 同。） （

日以降に改築されたものを除く ）にあっては、１０．６５平方。

メートル以上であれば足りるものとする。

また、入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人

部屋とするときは２１．３平方メートル以上を標準としているこ

とについても、上記と同様の趣旨である。
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ロ ユニット型準個室

ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場合であ

り、床面積は、１０．６５平方メートル以上（療養室内に洗面所

が設けられているときはその面積を含み、療養室内に便所が設け

られているときはその面積を除く ）とすること。この場合にあ。

っては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプライバシーが

十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が生じて

いても差し支えない。

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただ

けのものは認められず、可動でないものであって、プライバシー

の確保のために適切な素材であることが必要である。

療養室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であ

ることから、多床室を仕切って窓のない療養室を設けたとしても

準個室としては認められない。

また、療養室への入口が、複数の療養室で共同であったり、カ

ーテンなどで仕切られているに過ぎないような場合には、十分な

プライバシーが確保されているとはいえず、準個室としては認め

られないものである。

なお 平成１７年１０月１日に現に存する介護老人保健施設 建、 （

築中のものを含む が同日において現に有しているユニット 同。） （

日以降に改築されたものを除く ）にあっては、１０．６５平方。

メートル以上を標準とするものであれば足りるものとする。

入居者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋と

するときは２１．３平方メートル以上を標準としていることにつ

いては、２１．３平方メートル以上とすることが原則であるが、

平成１７年１０月１日に現に存する介護老人保健施設が、その建

物を同日以降に改修してユニットを造る場合に、現にある建物の

構造や敷地上の制約など特別の事情によって当該面積を確保する

ことが困難であると認められるときには、上記の趣旨を損なわな

い範囲で、２１．３平方メートル未満であっても差し支えないと

いう趣旨である。

なお、ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場

合に、療養室がイの要件を満たしていれば、ユニット型個室に分

類される。

⑸ 共同生活室（第１号ロ）
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① 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

てふさわしい形状を有するものでなければならない。このために

は、次の２つの要件を満たす必要がある。

イ 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することな

く、施設内の他の場所に移動することができるようになってい

ること。

ロ 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に

食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備

えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形

状が確保されていること。

② 共同生活室の床面積

共同生活室の床面積について「標準とする」とされている趣旨

は、療養室の床面積について上記 の④にあるのと同様である。⑷

③ 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談話等

を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなけ

ればならない。

また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことがで

きるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが

望ましい。

⑹ 洗面所（第１号ハ）

洗面所は、療養室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生

活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあ

っては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ

所以上に分散して設けることが望ましい。なお、療養室ごとに設け

る方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支え

ない。

⑺ 便所（第１号ニ）

便所は、療養室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活

室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっ

ては、共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所

以上に分散して設けることが望ましい。なお、療養室ごとに設ける

方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えな

い。

⑻ 浴室（第３号）
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浴室は、療養室のある階ごとに設けることが望ましい。

⑼ 廊下（第４項第５号）

ユニット型介護老人保健施設にあっては、多数の入居者や職員が

日常的に一度に移動することはないことから、廊下の幅の一律の規

制を緩和する。

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職

員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合」とは、アル

コーブを設けることなどにより、入居者、職員等がすれ違う際にも

支障が生じない場合を想定している。

このほか、ユニット型介護老人保健施設の廊下については、第３

の３の を準用する。⑷

⑴ ⑼⑽ ユニット型介護老人保健施設の設備については、上記の から

までによるほか、第３の規定（２の の④、４の 、４の 、４の⑵ ⑴ ⑵

の①及び４の の③を除く ）を準用する。この場合において、⑸ ⑸ 。

第３の２の 中「基準省令第３条第１項各号」とあるのは「基準省⑴

令第４１条第１項各号」と、第３の２の の①中「機能訓練室、談⑴

話室、食堂及びレクリエーション・ルーム」とあるのは「機能訓練

室及び共同生活室」と、 の②中「談話室とレクリエーション・ル⑴

ームの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室」とあるのは

洗面所と便所 洗濯室と汚物処理室 と 第３の２の の⑨中 療「 、 」 、 「⑵

養室、談話室、食堂、調理室」とあるのは「療養室、共同生活室及

び調理室」と、第３の３の 中「静養室、談話室、食堂、浴室、レ⑴

クリエーション・ルーム、便所等」とあるのは「共同生活室、浴室

及び便所等」と読み替えるものとする。

４ 利用料等の受領 （第４２条）

第４の９は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この

場合において第４の９の⑴及び 中「基準省令第１１条」とあるのは⑷

「基準省令第４２条」と読み替えるものとする。

５ 介護保健施設サービスの取扱方針 （第４３条）

、 、⑴ 基準省令第４３条第１項は 第４０条第１項の基本方針を受けて

入居者へのサービスの提供は、入居者が自律的な日常生活を営むこ

とができるよう支援するものとして行われなければならないことを

規定したものである。

入居者へのサービスの提供に当たっては、入居前の居宅における

生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮することが必要
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であり、このため職員は、１人１人の入居者について、個性、心身

の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活様式

や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切

に援助しなければならない。

なお、こうしたことから明らかなように、入居者の意向に関わり

なく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機能訓

練など、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サービスと

して適当でない。

、 、⑵ 基準省令第４３条第２項は 第４０条第１項の基本方針を受けて

入居者へのサービスの提供は、入居者がユニットにおいて相互に社

会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って生活を営

めるように配慮して行われなければならないことを規定したもので

ある。

このため職員は、入居者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮す

ることが必要であるが、同時に、入居者が他の入居者の生活に過度

に干渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすることにも配

慮が必要である。

６ 看護及び医学的管理の下における介護 （第４４条）

⑴ 基準省令第４４条第１項は、看護及び医学的管理の下における介

護が、第４３条第１項及び第２項のサービスの取扱方針を受けた適

切な技術をもって行われなければならないことを規定したものであ

る。

自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、入居者の

日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう留意

する必要がある。

また、入居者が相互に社会的関係を築くことを支援するという点

では、単に入居者が家事の中で役割を持つことを支援するにとどま

らず、例えば、入居者相互の間で、頼り、頼られるといった精神的

な面での役割が生まれることを支援することにも留意する必要があ

る。

⑵ 基準省令第４４条第２項の「日常生活における家事」には、食事

の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なも

のが考えられる。

⑶ 基準省令第４４条第３項は、入浴が、単に身体の清潔を維持する

だけでなく、入居者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なもの
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であることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」こ

れを行うこととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を

設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応じることがで

きるだけの入浴機会を設けなければならないことを規定したもので

ある。

⑷ ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下に

おける介護については、上記の から までによるほか、第４の１⑴ ⑶

６の 及び を準用する。⑴ ⑵

７ 食事 （第４５条）

⑴ 基準省令第４５条第３項は、第４３条第１項の介護保健施設サー

ビスの取扱方針を受けて、食事は、入居者の生活習慣を尊重した適

切な時間に提供しなければならないこと、また、施設側の都合で急

かしたりすることなく、入居者が自分のペースで食事を摂ることが

できるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定したも

のである。

⑵ 基準省令第４５条第４項は、基準省令第４０条第１項の基本方針

を受けて、入居者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮し

た上で、できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができる

よう支援しなければならないことを規定したものである。

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはな

らないので、十分留意する必要がある。

⑴⑶ ユニット型介護老人保健施設における食事については、上記の

及び によるほか、第４の１７の から までを準用する。⑵ ⑴ ⑻

８ その他のサービスの提供等 （第４６条）

⑴ 基準省令第４６条第１項は、基準省令第４０条第１項のサービス

の取扱方針を受けて、入居者１人１人の嗜好を把握した上で、それ
し

、 、に応じた趣味 教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに

同好会やクラブ活動などを含め、入居者が自律的に行うこれらの活

動を支援しなければならないことを規定したものである。

⑵ ユニット型介護老人保健施設の療養室は、家族や友人が来訪・宿

泊して入居者と交流するのに適した個室であることから、これらの

者ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなけ

ればならない。

９ 運営規程（基準省令第４７条）

⑴ 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の



- 12 -

費用の額入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額（第５号）

「介護保健施設サービスの内容」は、入居者が、自らの生活様式

や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるように、

一日の生活の流れの中で行われる支援の内容を指すものであるこ

と。

また 「利用料その他の費用の額」は、基準省令第４２条第３項、

により支払を受けることが認められている費用の額を指すものであ

ること。

⑵ 第４の２２の から までは、ユニット型介護老人保健施設につ⑴ ⑶

いて準用する。

10 勤務体制の確保等 （第４８条）

⑴ 基準省令第４８条第２項は、基準省令第４３条第１項の介護保健

施設サービスの取扱方針を受けて、従業者の勤務体制を定めるに当

たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければなら

ないことを規定したものである。

これは、従業者が、１人１人の入居者について、個性、心身の状

況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を

適切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められる

ことによるものである。

⑵ ユニット型介護老人保健施設における介護職員等の勤務体制につ

いては、次の配置を行うことが望ましい。

① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は

看護職員を配置すること。

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職

員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置

すること。

⑶ ユニット型介護老人保健施設における勤務体制の確保等について

は、上記の 及び によるほか、第４の２３を準用する。この場合⑴ ⑵

において、第４の２３中「第２６条」とあるのは「第４８条」と、

同 中「同条第２項」とあるのは「同条第３項」と、同 中「同条⑶ ⑷

第３項」とあるのは「同条第４項」と読み替えるものとする。

11 準用

基準省令第５０条の規定により、第５条から第１０条まで、第１２

条、第１４条から第１７条まで、第２０条、第２２条から第２４条の

２まで及び第２８条から第３８条までの規定は、ユニット型介護老人
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保健施設について準用されるものであるため、第４の１から８まで、

１０、１２から１５まで及び１８から３３までを参照すること。

第６ 一部ユニット型介護老人保健施設

１ 第６章の趣旨 （第５１条）

平成１７年１０月１日に現に存する介護老人保健施設（建築中のも

のを含む ）が、その建物を同日以降に改修、改築又は増築して施設。

の一部にユニットを造り、ユニットケアを行う場合、また、同日にお

いて現に存する介護老人保健施設（建築中のものを含む ）が同日に。

おいて現に有している（建築中のものを含む ）ユニットで施設の一。

部においてユニットケアを行う場合は、これを一部ユニット型介護老

人保健施設とし、その基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基

準については、第１章、第３章及び第４章ではなく、第６章に定める

ところによるものである。なお、人員に関する基準については、第２

章（基準省令第２条）に定めるところによるので、留意すること。

２ 基本方針 （第５２条）

基準第５２条は、一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針は、

ユニット部分にあってはユニット型介護老人保健施設の基本方針（基

準第４０条）に、また、それ以外の部分にあっては介護老人保健施設

の基本方針（基準第１条）に定めるところによることを規定したもの

である。

これを受けて、施設及び設備、利用料の受領、介護保健施設サービ

スの取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事、その他

のサービスの提供、勤務体制の確保等及び定員の遵守について、基準

省令第５３条から第６１条までに、ユニット部分の基準とそれ以外の

部分の基準を規定している。

３ 運営規程（基準省令第５９条）

入居（入所）定員並びにサービスの提供の内容及び費用の額につい

ては、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかにし

なければならない。

４ 職員の配置の基準等

⑴ 基準省令第２条第１項第３号に規定する基準は、ユニット部分と

それ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。

⑵ 日中にユニット部分の入居者に対するサービスの提供に当たる看

護職員又は介護職員が、その時間帯においてそれ以外の部分の入所
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者に対してサービスの提供を行う勤務体制とすることは、望ましく

ない。

５ 一部ユニット型介護老人保健施設のユニット部分については第５

に、また、それ以外の部分については第２から第４までに、それぞれ

定めるところによる。


